
下妻市告示第１５号 

 

下妻市公共交通事業者緊急支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

　　　令和８年１月３０日 

 

下妻市長　　菊　池　　　博　　 

 



　　　下妻市公共交通事業者緊急支援補助金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、物価高騰の影響を受ける交通事業者を支援することにより、地域公

共交通の安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため、当該交通事業者に

対し、予算の範囲内において下妻市公共交通事業者緊急支援補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することについて、下妻市補助金等交付規則（昭和５１年下妻市規則第

１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1)　乗合バス事業者　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）

第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

(2)　タクシー事業者　法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行

う者（福祉輸送事業限定事業者を除く。）をいう。 

(3)　鉄道事業者　鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道

事業を行う者をいう。 

　（補助対象事業者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、市税を滞納

していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1)　令和８年１月１日時点で市の区域内を運行するバス路線（コミュニティバスを除

く。）を有する乗合バス事業者（以下「対象乗合バス事業者」という。） 

(2)　令和８年１月１日時点で市内に営業所を置くタクシー事業者（以下「対象タクシー

事業者」という。） 

(3)　令和８年１月１日時点で市の区域内の移動に資する鉄道事業者（以下「対象鉄道事

業者」という。） 

（補助金の額等） 

第４条　補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

(1)　対象乗合バス事業者　１事業者当たり５０万円 

(2)　対象タクシー事業者　１事業者当たり２０万円 



(3)　対象鉄道事業者　１事業者当たり１００万円 

２　補助金の交付は、前項の補助対象事業者の区分ごとに、同一事業者につき１回に限る

ものとする。 

（補助金の申請及び請求） 

第５条　補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、公共交通事業者緊急

支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）２部及びその他市長が必要と認める書類

を市長の定める期限までに市長に提出しなければならない。 

　（補助金の交付決定等） 

第６条　市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交

付を決定したときは公共交通事業者緊急支援補助金交付決定通知書（様式第２号）によ

り、補助金の不交付を決定したときは公共交通事業者緊急支援補助金不交付決定通知書

（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

２　市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができる。 

（補助金の交付） 

第７条　市長は、前条の規定による交付決定を通知した場合は、速やかに補助金を交付す

るものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第８条　市長は、第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)　補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。 

２　市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、公共交通事業者緊急支援補助金交

付決定取消通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補則） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に

定める。 

　　　付　則 

　（施行期日） 



１　この告示は、令和８年１月３０日から施行する。 

　（この告示の失効） 

２　この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 



様式第１号（第５条関係） 

年　　月　　日　 

　下妻市長　　様 

申請者 

住所又は所在地 

氏名又は名称　　　　　　　　　　　 ○印　 

代表者の氏名 

 

公共交通事業者緊急支援補助金交付申請書兼請求書 

 

　下妻市公共交通事業者緊急支援補助金の交付を受けたいので、下妻市公共交通事業者緊

急支援補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

　また、当該申請に係る交付の決定があったときは、下記の金額を請求します。 

 

記 

 

１　補助対象事業の種類　□　乗合バス事業 

　　　　　　　　　　　　□　タクシー事業 

　　　　　　　　　　　　□　鉄道事業 

 

２　補助申請額　　　　　　金　　　　　　　　　　円 

 

３　振込口座　　　　　　　金 融 機 関 名 

支店名 

預金区分 

口座番号 

口座名義(カナ)  

 

注）　この申請書は、市長が交付決定をした後は、下妻市公共交通事業者緊急支援補助金

の請求書として取り扱います。



市税納付状況確認 

　私(法人を含む。)の市税の納付状況を税務担当課に照会することに 

 

　　　　　　同意します　　　　　　　　　　　　　　　　同意しません　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(証明書の添付が必要になります。) 

 

※同意されない場合には、税務課にて交付される「完納証明書」(申請日前３０日以内に交

付を受けたもの)を添付して申請してください。 

 

【完納証明書の交付に当たって】 

　納付の時期によっては納税状況を確認できない場合があるため、直近の納付により完納

となった場合は、領収書や通帳等納付の確認ができる書類をご持参ください。 

 



様式第２号（第６条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

下妻市長　　　　　　　　　　　□印 　　 

 

 

公共交通事業者緊急支援補助金交付決定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった下妻市公共交通事業者緊急支援補助金につ

いては、下記のとおり交付することに決定したので、下妻市公共交通事業者緊急支援補助

金交付要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考　補助金の交付に係る申請書及びその添付書類に虚偽があったときは、補助金の交付

の決定を取り消す場合があります。 



様式第３号（第６条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

下妻市長　　　　　　　　　　　□印 　　 

 

 

公共交通事業者緊急支援補助金不交付決定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった下妻市公共交通事業者緊急支援補助金につ

いては、下記の理由により交付しないことに決定したので、下妻市公共交通事業者緊急支

援補助金交付要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

下妻市長　　　　　　　　　　　□印 　　 

 

 

公共交通事業者緊急支援補助金交付決定取消通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付を決定した下妻市公共交通事業者緊急

支援補助金については、下妻市公共交通事業者緊急支援補助金交付要綱第８条第１項の規

定により下記のとおり決定の（　全部・一部　）を取り消したので、同条第２項の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１　取消しの額　　　　　　　　　　　　　　　　円 

　　（取消し後の交付額　　　　　　　　　　　　円） 

 

 

２　取消しの理由 

 

 

 


